
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年７月１７日に開催された「組合会」において、２０１３年度事業報告ならびに収支

決算が承認されました。 

2014.8.8 

２
０
１
３
年
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決
算
報
告 

「
一
般
勘
定
」 

 
健康保険収入 10,759,711

調整保険料収入 155,582

国庫負担金収入 4,196

国庫補助金収入 28,718

財政調整事業
交付金

146,210

利子収入 12,067

雑入 27,552

前年度繰越金 70,000

別途積立金繰入 1,000,000

合計 12,204,036

収 入

（単位：千円）

保険給付費 6,131,156

納付金 5,336,417

保健事業費 160,862

事務費 198,597

財政調整事業
拠出金

155,188

還付金 1,626

連合会費 5,374

雑支出 1,558

合計 11,990,778

支 出

（単位：千円）

保険給付費
皆さまが病気や

ケガなどをしたときの

医療費や給付金など

納付金
高齢者医療制度を

支えるために

国へ納める費用

その他

保健事業費
健診や保養所利用者

への補助金など、

皆さまの健康づくりを

サポートする費用

財政調整事業拠出金

事務費

健康保険料収入

調整保険料収入
皆さまと会社から

納めていただいた

保険料など

前年度繰越金

別途積立金繰入雑収入など

財政調整事業交付金

国庫負担金収入

国庫補助金収入

 

収入 支出 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存年月日：２０１５年２月２８日 

 

健康保険組合連合会（健保連）がまとめた全国の健保組合の２０１４年度予算の早期集計に

よると、約１,４１０ある健康保険組合のおよそ８割にあたる１,１１４組合で経常収支が赤字

であり、その額は約３,７００億円にも上る見込みです。これは、２００８年に高齢者医療制

度が創設され、健康保険組合に高齢者の医療を支えるための“納付金”というお金を国に納め

ることが義務付けられたためです。今では、皆さまからいただいた保険料の半分近くを、国の

求めにより納めておりますが、これが健康保険組合の財政を長期にわたって圧迫し続けている

大きな原因となっています。 

 このような情勢のなか、西武健保は前年度と比較して、平均被保険者数は３６９人減少し、

２５,６９９人となりました。しかし、保険料率を０.８％引き上げさせていただいたことと、標準報

酬月額ならびに標準賞与額の増加があったことから、保険料収入は前年度に比較して約１０.

２％、金額で約１０億円の増加となりました。一方、支出は保険給付費が０.３％減少し、   

納付金は０.７％の増加、保健事業費は８.４％の減少となり、支出合計は前年度に比較して 

０.０３％、３６５万円の増加となりました。 

 以上の結果から、収入合計１２２億４０４万円、支出合計１１９億９,０７８万円となり、

差し引き２億１,３２６万円の決算となりました。しかし、積立金などの補てん分を除いた  

単年度の収支では８億５,６７４万円の赤字で、これを一人あたりに換算すると３万３千円の

赤字額になり、今後も引き続き厳しい財政状況が続くことが予想されます。 

 

  

収入合計額 

122億404万円 

赤字 

-8億5,674万円 

積立金など 

10億7,000万円 

支出合計額 

119億9,078万円 
－ － ＝ 

決算結果 

「
介
護
勘
定
」 

  

 決算結果 

収入合計額 

12億5,040万円 
184万円 

繰越金など 

5,000万円 

支出合計額 

11億9,856万円 
－ － ＝ 

介護保険収入 1,200,374 

合計 1,250,404 

（単位：千円） 

収 入 

30 雑収入 

50,000 前年度繰越金 

合計 1,198,555 

（単位：千円） 

支 出 

介護納付金 
 

1,198,278 

0 
 
 
 

積立金 

277 介護保険料還付 
 

【介護保険】 
介護保険の運営主体は市区町村です。健保組合では、 
４０歳以上６５歳未満の被保険者の皆さまから介護保
険料を徴収し、国から通知される分を介護納付金として
納めています。 

決算については、１０月１０日発行予定の“すまいるらいふ 2014 秋

号”でも詳しくご紹介いたしますので、そちらも併せてご覧ください。 


